
公正取引委員会競争政策センター（CPRC）「人材と競争政策に関する検討会」 

第 6 回会合・委員提出資料（和久井理子）  

 

人材をめぐる競争の適正化にむけて 

［公表後］ 

 ・公正取引委員会として同 CPRC・本検討会報告書の内容を検討し意見等公表 

 ・公正取引委員会において指針（ガイドライン）を策定して公表 

 ・公正取引委員会においてパンフレット等を新規に作成（又は既存のものを改訂） 

 ・厚生労働省「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」（別紙）を公正取引

委員会が参画して見直し改訂 

 ・国土交通省と連携し建設業法の執行・運用，雇用改善事業，その他下請取引適正化・

一人親方保護等の施策の実施状況を継続的に注視  

 ・その他「人材」にかかる施策につき関係省庁と連携  

 ・競争政策の観点からも労働分野における不公正な取引方法が行われないようにす

ることが課題であることが明らかになったこと，及び，労働法（なかでも労働基準法

等個別的労働関係法）と独占禁止法とが部分的に重複しつつ人材市場での取引の適正

化及び人材の保護の機能を果たしていることが明らかになったことを受けて，厚生労

働省に対して労働者性（なかでも労働基準法上の労働者性）についての再検討その他

の所要の措置等をとるよう提言 

［中長期的課題］ 

  ・経済産業省・中小企業庁との関係強化，とくに下請法に限らず優越的地位濫用につ

いて「下請かけこみ寺」事業にみられる法執行上の補完的連携関係の拡大・強化を検討 

  ・都道府県（労働相談等を実施），市町村，弁護士団体等との連携強化 

  ・「不公正な取引方法」（昭和 57 年 6 月 18 日告示第 15 号（平成 21 年 10 月 28 日

告示 18 号により改正されたもの）（一般指定）第 8 項（ぎまん的顧客誘引）を改正―な

かでも「自己が供給する商品又は役務」にかかる「顧客」に対する行為とする部分を改正

―，一般的に能率競争（競争手段の公正性）維持上，執行することができる規定とする 

  ・下請法の適用範囲の拡大を検討 

  ・民事救済制度の利用状況を検証，必要な法改正措置等を講じる 

以上 

 

事務局注：本資料は，和久井委員御自身の第６回検討会における発言メモとして配布されたものである。
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在宅ワークの適正な実施のための
ガイドライン
在宅ワークの適正な実施のための
ガイドラインⅡ

第１　趣旨
このガイドラインは、在宅ワークの契約に係
る紛争を未然に防止し、かつ、在宅ワークを良
好な就業形態とするために、在宅ワークの契約
条件の文書明示や契約条件の適正化などについ
て必要な事項を示すものである。在宅ワークの
仕事を注文する者は、契約を締結する際には、
在宅ワーカーと協議した上で契約の内容を決定
するとともに、第3に示す内容を守っていくこ
とが求められる。

第２　定義
このガイドラインにおける以下の用語の意味
は、それぞれに定めるところによる。
⑴　在宅ワーク

情報通信機器を活用して請負契約に基づき
サービスの提供等（例えば、テープ起こし、
データ入力、ホームページの作成、設計・製
図等）を行う在宅形態での就労をいう（法人
形態により行っている場合や他人を使用して
いる場合などを除く。）。

は、チェック欄としてご活用ください。※　9～13ページの

資料・厚生労働省
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⑵　在宅ワーカー
在宅ワークを行う者をいう。

⑶　注文者
在宅ワークの仕事を在宅ワーカーに注文す
る者をいう。

第３　注文者が守っていくべき事項
⑴　契約条件の文書明示及びその保存
イ　契約条件の文書明示
　　注文者は、在宅ワーカーと在宅ワークの
契約を締結するときには、在宅ワーカーと
協議の上、在宅ワーカーに対して、次の①
から⑩の事項を明らかにした文書を交付す
ること。
　　ただし、契約期間が一定期間継続し、受
発注が繰り返されるような場合、各回の受
発注に共通する事項を包括的な契約とし、
納期等各回の個別の事項をその都度の契約
内容として、それぞれ明示することも可能
であること。
①　注文者の氏名、所在地、連絡先

②　注文年月日

③　注文した仕事の内容

④　報酬額、報酬の支払期日、支払方法

⑤　注文した仕事にかかる諸経費の取扱い
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⑥　成果物の納期、納品先、納品方法

⑦　契約条件を変更する場合の取扱い

⑧　成果物が不完全であった場合やその納
入が遅れた場合等の取扱い（補修が求め
られる場合の取扱いなど）

⑨　成果物に係る知的財産権の取扱い

⑩　在宅ワーカーが業務上知り得た個人情
報の取扱い

ロ　契約条件の文書保存
　　注文者は、在宅ワーカーとの契約条件を
めぐる紛争を防止するため、上記イの事項
を記載した文書を3年間保存すること。

ハ　電子メールによる明示
　　上記イの①から⑩の事項は、文書の交付
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に代えて電子メールにより明示してもよ
い。ただし、その場合でも、在宅ワーカー
から文書の交付を求められたときは、速や
かに文書をその在宅ワーカーに交付するこ
と。

⑵　契約条件の適正化
イ　報酬の支払
①　報酬の支払期日
　　報酬の支払期日については、注文者が
在宅ワーカーから成果物を受け取った日
から起算して30日以内とし、長くても
60日以内とすること。
②　報酬の額
　　報酬の額については、同一又は類似の
業務に従事する在宅ワーカーの報酬、注
文した仕事の難易度、納期の長短、在宅
ワーカーの能力等を考慮することによ
り、在宅ワーカーの適正な利益の確保が
可能となるように決定すること。
　　なお、報酬の額については、最低賃金
を参考にすることも考えられる。

ロ　納期
　　納期については、在宅ワーカーの作業時
間が長時間に及ばないように設定するこ
と。その際には、通常の労働者の1日の労
働時間（8時間）を目安とすること。

ハ　継続的な注文の打切りの場合における事
前予告
　　同じ在宅ワーカーに、例えば6月を超え
て毎月1回以上在宅ワークの仕事を注文し
ているなど継続的な取引関係にある注文者
は、在宅ワーカーへの注文を打ち切ろうと
するときは、速やかに、その旨及びその理
由を予告すること。
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ニ　契約条件の変更
　　契約条件を変更する場合には、在宅ワー
カーと十分協議の上、上記(1)のイに掲げ
る事項の内容を確認し、文書を交付するこ
と。在宅ワーカーが契約条件の変更に応じ
ない場合であっても、それにより不利益な
取扱いを行わないようにし、当初の契約内
容を守ること。

ホ　その他
　　成果物が不完全であったこと、その納入
が遅れたこと等により損害が生じた場合
に、上記(1)のイに基づきあらかじめ契約
書において在宅ワーカーが負担すると決め
ている範囲を超えて責任を負わせないよう
にすること。

⑶　その他
イ　注文者の協力
　　注文者は、在宅ワーカーが業務を遂行す
る上で必要な打合せに応じる等、契約内容
を履行するために必要な協力を行うことが
望ましいこと。

ロ　在宅ワーカーの個人情報の保護
　　注文者は、在宅ワーカーの個人情報を取
り扱うに当たっては、その利用の目的をで
きる限り特定すること。また、あらかじめ
本人の同意を得ないで、利用目的の達成に
必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わ
ないこと。注文者は、在宅ワーカーの個人
情報の安全管理のために必要かつ適切な措
置を講じるほか、個人情報の保護に関する
法律を遵守すること。
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ハ　健康確保措置
　　VDT作業（注）の適正な実施方法、腰
痛防止策などの健康を確保するための手法
について、注文者が在宅ワーカーに情報提
供することが望ましいこと。

ニ　能力開発に関する支援
　　注文者は、在宅ワーカーが能力の開発及
び向上を図ることができるように、業務の
遂行に必要な技能及びこれに関する知識の
内容及び程度その他の事項に関する情報の
提供等、在宅ワーカーの能力開発を支援す
ることが望ましいこと。

ホ　担当者の明確化
　　注文者は、あらかじめ、在宅ワーカーか
ら問い合わせや苦情等があった場合にそれ
を受け付ける担当者を明らかにすることが
望ましいこと。

ヘ　苦情の自主的解決
　　注文者は、在宅ワーカーから苦情の申出
を受けたときは、在宅ワーカーと十分協議
する等、自主的な解決を図るように努める
こと。

（注）VDT作業とは、ディスプレイ、キーボー
ド等により構成されるVDT機器を使用して
データの入力・検索・照合等、文章・画像等
の作成・編集・修正等、プログラミング、監
視等を行う作業をいう（平成14年４月厚生
労働省「VDT作業における労働衛生管理の
ためのガイドライン」（21～27ページ参照）。

※　在宅ワーカーとの契約に際しては、本ガイドラインの内容が守られているかを点検することが重要です。
　　本ガイドラインの各項目ごとにチェック欄を設けていますので、　　　に 印をつけ、契約書の内容や
貴事業所の実態の確認にご活用下さい。
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契約書の参考例契約書の参考例Ⅲ
このページからは、いわゆる「ライター業務」を例として、契約書の参考例をご紹介します。
同じ当事者の間で、受発注が繰り返される場合を想定し、各回の受発注に共通する事項を「基本契約」、納

期など各回の個別の事項を「個別契約」（発注書）として契約する例です。
契約の際に必要な基本的事項を盛り込んでいる参考例ですので、状況に合わせてご活用下さい。

業務委託契約書

　（委託業務）

　（契約期間）

　（契約の解除）

　（報酬等）

発注者＝甲、
在宅ワーカー＝乙です。

報酬額、仕事にかかる諸経費に関する定めです。
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　（報酬の支払方法）

　（契約条件の変更）

　（補修及び損害賠償）

　（第三者委託）

　（秘密保持）

報酬の支払期日、支払方法に関する定めです。

在宅ワーカーの個人情報に関する取扱いです。

在宅ワーカーが守るべき個人情報の安全管理に関する事項を別に契約
することもあります。
【例】　○個人情報の定義
　　　○個人情報の適切な管理
　　　　・受託業務に係る個人情報を甲の指定する作業場所以外に持
　　　　　ち出さないこと
　　　　・コンピュータのセキュリティ対策
　　　○個人情報の返還及び返還時の複製の禁止　　　　など

契約条件を変更する場合の取扱いです。

業務委託契約書のつづき



16 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

発　注　書

１　委託内容

２　契約金額　 ￥
￥

注文者の氏名、所在地、連絡先の記載のほか、
担当者の氏名が明らかにされています。

注文年月日の記載があります。

報酬額の記載があります。

注文した仕事の内容の
記載があります。

注文者は、契約条件を記載した文書を
３年間保存するよう求められています。

業務委託契約書のつづき
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３　履行期限

４　納品先・方法

５　成果物の検査

６　諸経費の取扱い

７　権利の帰属

成果物に関して、問題があるかどうかの判断が容易な場合、次の様な記載例があります。
【例】検査により、成果物が一定の水準に達したと甲が判断した場合は、それ以降は、甲

は乙に補修を請求することができない。

成果物に関する知的財産権に関する取扱いの記載があります。
この他の記載例としては、知的財産権の使用対価に関する規定が考えられます。
【例】甲は、●●の使用により得られた製品を販売したときは、使用許諾料として、

その売上金額の○パーセントを乙の指定する期日までに支払う。

発注書のつづき

成果物の納期、納品先、納品方法の記載があります。

諸経費の取扱いの記載があります。


